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１．はじめに
　わが国では総務省統計局においてビジネス
レジスター（事業所母集団データベース）の
整備が進められている。わが国のビジネスレ
ジスターの設計においては，欧米諸国のそれ
が大いに参考とされた。筆者は2010年から
森博美（法政大学経済学部）と共同で欧米諸
国のビジネスレジスターに関する研究を進め
てきた。これまでEUROSTAT（欧州統計局），
OECD（経済協力開発以降）及び10カ国（米
国，カナダ，英国，フランス，ドイツ，イタ
リア，オランダ，フィンランド，韓国，オー
ストラリア）の統計局を訪問しインタビュー
を実施した。さらにフィンランド，カナダ，

英国，フランス，米国の統計局・センサス局
員をわが国に招聘し，国際ワークショップを
実施した。本稿は，それらの成果の一部を取
りまとめたものである2。
　ビジネスレジスターの基礎となるのは行政
記録（administrative records）の情報である。
行政記録情報は，行政上の必要性から記録さ
れたものであり，統計のためではない。統計
に活用するためには，行政記録を統計に合わ
せる作業が必要になる。例えば行政記録単位
（legal unit，法的単位）と統計単位（statistical 

units）の対応関係を明らかにする必要がある。
この作業は国際的にプロファイリング（pro-

filing）と呼ばれ，具体的には企業組織構造
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を把握する作業になる。
　ビジネスレジスターには多目的性がある。
本来の事業所の母集団名簿の提供という機能
に加え，欠損値を補定するための情報の提供，
さらにはビジネスレジスターそのものから統
計を作成する（レジスター統計，register 

statistics）ことも行われている。本稿では，
行政記録情報，統計単位，プロファイリング，
レジスター統計という四点に焦点を当てて，
欧米諸国のビジネスレジスターの特徴を明ら
かにする。

２．行政記録情報
　欧米諸国のビジネスレジスターの維持に用
いられている行政記録情報の種類と品質は，
国によって大きく異なっている。一番完成度
が高いのはオランダであり，商工会議所
（Chamber of Commerce）に記録されている
登記情報だけで国内に関するビジネスレジス
ターが構築できる。登記情報とは言っても，
日本とは異なり，財務諸表や事業所（local 

unit）に関する情報も収録している。
　フランスも商業・法人登記（SIRENE，「シ
レーヌ」）がビジネスレジスターと兼用に
なっている点は似ている。ただし，最近，行
政用と統計用のビジネスレジスターが分離さ
れ，後者はSIRUS（「シリウス」）と呼ばれる

ことになった。分離された理由は，実際には
活動中であった企業が，統計調査に何度も非
回答であったために，SIRENE上で「廃業」
とされた企業がフランス統計局（INSEE）を
訴えたという事件が起きたためである。SI-

RENEとSIRUSは基本的には同じものである
が，後者は統計調査に非回答な企業を記録か
ら抹消することができる。
　北欧諸国ではさまざまな行政記録を縦横に
結んでレジスターを構築している。すなわち
個人・世帯，住宅，労働・教育，自動車，法
人・企業・事業所の行政記録情報を接続した
ビジネスレジスターを構築している。そこで
は各種の行政記録情報が，個人識別番号
（Personal Identification Number，PIN），法人・
事業所識別番号，不動産・住居識別番号，所
在地の所番地で接続されていることが分かる。
さらにフィンランドでは建物の経度緯度に関
する行政記録があり，それがビジネスレジス
ターに格納されている。このようなビジネス
レジスターが実現可能であるのは小国である
こと，したがって行政記録活用に関する国民
の合意形成ができるためであると思われる。
　オランダでは行政記録の段階で十分な情報
が入手でき，さらに北欧では個人も含めた行
政記録を自在につないでいる。こうした高い
水準の行政記録情報の活用は，現在のわが国

不動産番号
住居番号

個人番号（PIN）

法人番号
事業所番号

法人番号

PIN

所在地の所番地

個人・世帯の
行政記録情報

不動産・住居の
行政記録情報

自動車の
行政記録情報

労働・教育の
行政記録情報

法人，企業，事業所
の行政記録情報

図１　スウェーデン統計局のレジスター・システムの概念図
出所）Anders Wallgren, Britt Wallgren ［2007］．訳は筆者による
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では到底，実現可能な話ではなく，その意味
ではあまり参考にならない。わが国でもおそ
らく実現可能な範囲内で，しかも進んでいる
のはカナダやオーストラリアである。
　カナダとオーストラリアのビジネスレジス
ターのベースとなっているのは，物品サービ
ス税（Goods and Service Tax，GST）の情報
であり，これによって，コンタクト情報（報
告者との連絡のための情報）と売上高情報が
入手できる。GST情報は速報性（入手まで
数カ月）があり，有用性が高い。これに対し
て法人税の情報は入手まで数年かかるという
欠陥がある。さらに源泉徴収税（Pay As You 

Earn，PAYE）の情報（個別労働者ではなく，
雇用主の記録）が加わることにより，従業者
数の情報も入手できる。また両国では共通番
号制度（Unique Identification Number，UID，
直訳すれば「単一識別番号」）が導入されて
おり，これによって異なる行政記録情報が確
実に照合できる。
　英国も，カナダとオーストラリアに類似し
ており，付加価値税（VAT）と源泉徴収
（PAYE）の記録及び会社登記所（Company 

House）の登記記録に基づいてビジネスレジ
スターが構築されている。だがカナダとオー
ストラリアと異なり，共通番号制度が無い。
そのためVAT番号とPAYE番号の記録をつな
ぐための調査（Business Register and Em-

ployment Survey，BRES）を実施しなければ
ならない。2014年現在，わが国ではマイナ
ンバー制度の導入が計画されており，将来は
全ての事業者に番号がつくものと考えられる
が，全ての行政記録についてその番号が共通
に適用されるまでは時間がかかるであろう。
したがって，英国と同様に共通番号がないわ
が国にとって，英国のBRESの調査票は現在
のわが国の母集団名簿の整備に大いに参考に
なる。実際，母集団名簿の整備のための照会
業務の一環として実施された「企業組織構造
の把握」では各事業者について商業・法人登

記番号，労働保険番号をきいているが，これ
は英国のBRESを参考にしたものである。
　米国において付加価値税にあたるものは売
上税（Sales Tax）であるが，これに関する情
報はビジネスレジスターの整備に活用されて
いない。売上税が連邦税でなく州税であり，
かつニューハンプシャー州など導入していな
い州もあること，そのためカバレッジに問題
があるためであろうと推察される。またカナ
ダ及びオーストラリア統計局によれば，法人
税の情報は入手（まで）に時間がかかるとい
う欠陥があり，ビジネスレジスターにとって
はあまり有用ではない。EU諸国では利用可
能な付加価値税の情報が入手できないことが，
米国センサス局のビジネスレジスターが経済
センサスに大きく依存する原因の 1つと考え
られる。もう 1つの理由は産業統計が企業
ベースであるEU諸国と異なり，事業所（es-

tablishment）をベースにしているためであろ
う。ちなみに米国は登記情報を用いないとい
う点でも特異であるが，これは納税者番号の
登録があり，これを活用しているであると考
えられる。
　ドイツは他のEU諸国と同様に付加価値税
情報をベースにビジネスレジスターを構築し
ている。だがドイツは各州の権限が強く，連
邦全体のビジネスレジスター構築はあまり進
んでいない。ドイツは企業の統計調査への協
力度がまだ高いためか，行政記録情報の活用
及びビジネスレジスターへの取り組みにあま
り熱心ではないとの印象を受けた。さらには
国民一般にとってタブーなのであろうか，共
通番号制度が無いなどの点がわが国と類似し
ている。
　ビジネスレジスターの構築が進まないのは
旧枢軸国（日独伊）の特徴かと当初思われた
が，2013年 9月の調査で，意外にもイタリ
アのレジスターは欧州の中でもかなり進んで
いることが判明した。共通番号制度もあり，
かつ付加価値税の情報など，さまざまな行政
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記録を活用してビジネスレジスターを構築し
ている。近年まで経済センサスを実施してい
たが，行政記録情報が十分な精度があるか，
慎重に検討した上で，今後は経済センサスを
実施しないことを決めた。最近では労働者の
労働保険情報の勤務先情報を，ビジネスレジ
スターの企業・事業所の所在地情報と照合し
ている。これは企業・事業所で現実に働いて
いるが，既存の行政記録から漏れている労働
者を把握する試みである。この点でイタリア
は北欧諸国と同じくらい進んでいる。

３．統計単位
　企業構造を解明することによって，行政記
録単位と統計単位をつなぐのがプロファイル
ングであるが，そもそも「統計単位」とは何
か。わが国の統計単位は「事業所」と「企業」
であるが，国連統計部による統計単位の分類
（表 1）に従えばわが国の「事業所」は es-

tablishmentではなく local unitであり，「企業」
はenterpriseではなく legal unit（法的単位）3

である。
　それでは establishment，enterpriseとは何
であろうか。establishmentとは local Kind of 

Activity Unit（local KAU）とも呼ばれ，わが
国の産業連関表の「アクティビティ」に近い

概念である。わが国の事業所をestablishment

と訳すのは（現在では）誤訳である。ややこ
しいことだが，事業所統計調査が開始された
1947年の時点では，わが国の事業所の定義
は establishmentで合っていた。これは日本
標準産業分類の事業所の定義が米国のそれに
準拠したからである。ちなみに現在でも米国
のestablishmentの定義は表 1の通り，「ほぼ
1つの活動を 1カ所で実施」（Near one single 

activity, one single location）である。
　わが国で事業所の定義が「ほぼ 1つの活動
を 1カ所で実施」から「1つ以上の活動を1

カ所で実施」に変更されたのは，日本標準産
業分類第 4回改定（1957年）である。昭和
24年（1949年）工業統計調査の「記入上の
注意」には「同じ区画内の二つ以上の作業所
が賃金，原材料および生産品等の台帳を異に
しているために別々の調査票を提出する場合
には，大阪製鋼所製鋼部，大阪製鋼所機械部
というように部門の名を用いて記入するこ
と」となっている。さらに昭和29（1954）
年から昭和32（1957）年までは「同一工場
を 2以上の事業所に分割して別々に申告する
場合は，それぞれの部門名等を記入してくだ
さい」となっている。この記述が工業統計調
査の「記入上の注意」から消えたのが昭和

３　 法人とは限らない。個人も法的な単位である。

表１　国連統計部による統計単位の分類

区画数
活動数

1カ所以上
One or more locations

1カ所
One single location

1つ以上の活動
One or more activities

Enterprise group

Enterprise Institutional unit

Local unit

＜日本の「事業所」＞

ほぼ 1つの活動
Near one single activity

Kind－of－Activity Unit

（KAU）
Establishment（local KAU）
＜欧米諸国の「事業所」＞

1つの活動
One single activity

Unit of Homogeneous Production

（UHP）
Local UHP

出所）United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistical Divisions ［2007］, p.15, Table 1.
　　　日本語の箇所は筆者による
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33（1958）年である。図 2を見ると工業統計
表の事業所数が1957年から1958年にかけて
減少しているのは，1957年の事業所の定義
の変更を反映していると考えられる。
　ところでenterpriseを通常，わが国では「企
業」と訳す。だが，EUROSTAT（欧州統計
局）の定義4によれば①「法的単位の最小の
組み合わせ」（the smallest combination of le-

gal units），かつ②「財・サービスを生産す
る組織単位」（an organizational unit producing 

goods or services），かつ③「とりわけ現在保
有している資源の割り当てにおいて，ある程
度の自律性に基づいた意思決定を行うことに
よって利益を得ており」（benefits from a cer-

tain degree of autonomy in decision－making, 

especially for the allocation of its current re-

sources），かつ④「1カ所以上の場所で 1つ
以上の活動を行っている」（carries out one or 

more activities in one or more location）単位
を指す。これを「企業」と訳すのは誤解を招
く元になるであろう。上記の中の要件①から
enterpriseを「企業集団」と訳したくなるが，

わが国の「企業集団」は国際的には enter-

prise groupにあたり，これは同一所有下の法
的単位の集合を指す。ちなみに同一所有下の
企業集団のうち，国境で区切られた国内の企
業だけの集合であれば「切断された企業集
団」（Truncated Enterprise Group，TEG）と
呼ぶ。Truncatedとは「国境で切断された」
という意味である。
　以上の説明だけではenterpriseのイメージ
が湧きにくいであろうから，フランスのプ
ジョー・グループの事例を紹介する5。まず
1990年代末，再編成前のプジョー・グルー
プは図 3のようになっていた。2つの団体
（法的単位）であるプジョー自動車とシトロ
エン自動車はどちらも自動車を生産していた。
工場は法的単位ではなく，賃金・給与は 2つ
の団体（プジョー自動車，シトロエン自動車）
それぞれから支払われていた。
　再編成後のプジョー・グループは図 4のよ
うになった。フランス国内の生産単位，すな
わち自動車工場では自動車が生産される。だ
が，各生産単位（工場）の賃金・給与はUnit 

４　 Council Regulation （EEC） No 696/93 of 15 March 1993
５　 この事例はフランス統計局 INSEE，フィリップ・ブライオン（Phillipe Brion）氏提供資料に基づいている。

図２　工業統計表の事業所数の推移
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PSAより支払われる。したがって，工場にお
ける賃金・給与支払額はゼロである。生産さ
れた自動車は各生産単位（工場）からいった
んUnit PSAに出荷され，さらにUnit PSAか
ら販売会社（プジョー自動車，シトロエン自
動車）に出荷されて，最終的に販売会社から
販売される。したがって，単純に出荷，売上，
販売を合計すると以前の 3倍になる。こうな
ると従来の統計単位の考え方である法的単位
に基づいて調査するやり方では訳が分からな
くなる。そこでフランス統計局が考えたのは
「enterprise」という単位を創設し，括ってし
まうことであった。このとき研究開発単位の
扱いが問題になったが，この研究開発単位は
外部からの委託研究開発がない（研究開発
サービスをこの集団以外には提供していな
い）ことから，enterpriseに含めることになっ
た。ちなみに enterprise groupとしてのプ
ジョーはもっと多くの会社が含まれており，
そ の 部 分 集 合 が enterpriseと し て の プ
ジョー・グループである。このように統計単
位を企業活動の実態にあわせて変えていくと
いう発想は，わが国ではあまり聞かないが，

無理なくかつ必要な情報を統計調査で入手す
る一つの有効な方法であろう。
　ところで統計単位の定義は国間でかなりば
らつきがある。EU諸国の間でさえenterprise

の定義・概念を巡る議論が決着しているわけ
でもない。行政制度は各国間で互いに異なっ
ているから，その運用に伴って記録された行
政記録情報も，そしてプロファイリング作業
も互いに異なるものとなる。いくら理想的な
定義を設定しても，現実には違ってきてしま
う。だから表 1は国間で異なる統計単位の国
連統計部による「分類」なのである。

４．プロファイリング
　行政記録単位と統計単位をつなぐ現状確認
のための作業が「プロファイリング」（profil-

ing）である。この作業はさまざまな方法で
実施される。カナダのように電話やインター
ネットによる情報収集を行うケースもあれば，
米国のように企業組織調査（Company Orga-

nization Survey：COS）を実施するもの，英
国のようにその混合型（Business Register 

and Employment Survey：BRESとプロファ

図３　再編成前のプジョー・グループ
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複雑な企業 上位 5千社　2～3年に 1回あるいは企業組織構造の変化を察知したとき
プロファイル
2万 1千社　必要に応じてプロファイル

単純な企業　 行政記録による更新（プロファイルの対象外）

図6　カナダ統計局のプロファイリング頻度

図４　再編成後のプジョー・グループ

図５　「enterprise」という単位の創設
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イリグの組み合わせ）など実にさまざまであ
る。
　これは各国統計局が入手できる行政記録情
報の内容と品質が異なることや予算制約によ
る。ちなみに各国統計局はすべての対象を調
査するわけではない。予算に応じて調査でき
る企業数が決まる。そこで各国とも，まずは
「複雑」（complex）な企業を定義し，優先順
位を決めて調査を行っている。カナダ統計局
の場合であれば，複雑な企業であるか否かは，
複数の法的主体から構成されているか，複数
の事業主体から構成されているか，複数の産
業分類にまたがっているか，複数の州にまた
がって事業活動を行っているか，連結決算を
行っているかによって判断している。
　カナダ統計局では企業規模に応じてプロ
ファイリングのやり方を変えている6。複雑
な企業 2万 6千社のうち，上位 5千社につい
ては，プロファイルの頻度は 2～3年に 1回，
あるいは企業組織構造の変化を察知したとき
行われる。その他の 2万 1千社については，
モニタリング（監視）がなされており，必要
に応じて行われる。そこでは各種統計の母集
団名簿（フレーム）専門官及び実査担当者の
関与が大きい。単純な構造の企業（単純な構
造の複数事業所企業及び単独事業所企業）に
ついては税務記録による更新が行われている。

５．レジスター統計
　近年，ビジネスレジスターから作成される
統計，すなわち「レジスター統計」（Register 

Based Statistics）に関する関心が高まってい
る。どの国も統計調査予算の削減を受けて，
大規模な統計調査がやりづらくなり，ますま
す行政記録情報から作成した統計への依存度
が高まっていることが背景にある。
　米国センサス局では郡単位の事業所数と雇

用者数をまとめたCounty Business Pattern 

（直訳すれば「郡経済状況」）を毎年公表して
おり，これは地域分析に必須な資料となって
いる。英国統計局でも同様な資料としてUK 

Business（直訳すれば「英国企業統計」）が
ある。英国ではさらに企業の地域別・産業別
の開業数・廃業数をまとめたUK Business 

Demography（直訳すれば「英国企業動態統
計」）を公表しており，これは新規開業がど
のような要因によって影響されるのかを経
済・社会的に明らかにすることを目的とした
起業家精神（entrepreneurships）の分析のた
めに作成されている。
　レジスター統計の長所は何と言っても「全
数」である点にある。これは，標本誤差率が
経済成長率より低くなければ標本調査は意味
がないことから，経済成長率が低い先進国に
とって重要である。また全数であれば，詳細
な地域，産業の表章が可能である。
　一方，その短所は，記録時点も，定義も，
また品質も異なる多様な情報源からの情報か
ら構成されていることである。まだ統計の性
格が行政上の事情でしばしば変更される点も
短所である。例えば税制が変われば，レジス
ター統計には必然的に断層が生ずる。ただし
欧米諸国ではこうした短所を我慢しても，長
所が短所を大きく上回ると考えられている。

６．おわりに
　わが国のビジネスレジスターは，欧米諸国
と比較すると，使用可能な行政記録情報の種
類が未だ限定されていること，統計単位の設
定を実態にあわせて変えるという発想がない
こと，具体的なプロファイル方法が模索中で
あるという意味で発展途上である。
　今後のわが国のビジネスレジスターのあり
方を考える上で欧米諸国の経験は多いに参考

６　 この内容はカナダ統計局（Statistics Canada）のタミー・フーグスティン（Tammy Hoogsteen）氏提供資料に
基づいている。



欧米諸国のビジネスレジスターの状況について菅　幹雄

37

参考文献

森博美（2012a）「フィンランドのビジネス・レジスター」『オケージョナル・ペーパー』法政大学日
本統計研究所，31号

森博美（2012b）「フランスのビジネス・レジスター」『オケージョナル・ペーパー』法政大学日本統
計研究所，33号

Anders Wallgren, Britt Wallgren ［2007］ Register－based Statistics: Administrative Data for Statistical Purpos-
es, John Wiley ＆ Sons Ltd.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistical Divisions［2007］ Statistical Units, 
United Nations, New York

になる。行政記録情報の活用が欧米諸国で多
いに進んでいる状況を紹介することは，わが
国でそれを行政機関に働きかけ実現するため
の有力な手段であろう。統計単位を柔軟に考
えるという発想は，無理なくかつ必要な情報
を統計調査で入手する一つの有効な方法であ
ろう。プロファイリングのさまざまな工夫の
事例が参考になるのは言うまでもない。
　だが，欧米諸国においても，各国でのビジ

ネスレジスターの整備の内容や方法に相違が
あり，それは利用可能な行政記録情報の品質
や種類，その他に依存するものである。欧米
諸国と法律も制度も異なるわが国では，欧米
諸国と全く同じ内容や方法でビジネスレジス
ターの整備することはできないのであり，わ
が国の実態に合わせた内容や方法を自分達で
考えていく必要がある。
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創刊のことば
　社会科学の研究と社会的実践における統計の役割が大きくなるにしたがって，統計にかんす
る問題は一段と複雑になってきた。ところが統計学の現状は，その解決にかならずしも十分で
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題にこたえることができると考える。このためには，われわれの研究に社会諸科学の成果をと
りいれ，さらに統計の実際と密接に結びつけることが必要であろう。
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　本誌は，会員の研究成果とともに，研究に必要な内外統計関係の資料を収めるが同時に会員
の討論と研究の場である。われわれは，統計関係者および広く社会科学研究者の理解と協力を
えて，本誌をさらによりよいものとすることを望むものである。
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